
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ファミリー・サポート・センターとは・・・ 

地域において、子育ての援助を受けたい人と援助を行う人が会員となり、育児について

助け合う会員組織です。センターのアドバイザーが会員間の仲介・紹介を行います。 

〇八郎潟町えきまえ交流館「はちパル」内 

八郎潟町子育て支援センター「にゃんぱち子育てらんど」に設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
預かり場所は子育て支援センターや会員宅等、会員間の話し合いで取り決めます。 

生後６ヶ月～小学生までの子どもを預けることができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
学童保育やこども園のお迎えに 

間に合わないときの送迎 
 

 

保護者の通院やリフレッシュ等 

外出の際の子どもの預かり 

保護者の病気や冠婚葬祭などの 

急用時の子どもの預かり 

こんな時にご利用できます！ぜひ、ご利用ください！ 

 小学校登校前の子どもの預かり 

や送迎 

お申し込み・お問い合わせ 

八郎潟町 健康福祉課 ⑦番窓口 

℡：018-875-5808 

裏面もご確認ください 

八郎潟町の LINE で

仮登録できます！ 

 

八郎潟町 

ファミサポ 
会員募集！！ 

八郎潟町子育て支援センター 

「にゃんぱち子育てらんど」 

℡：018-827-5602 



八郎潟町ファミリー・サポート・センターのしくみ 

会員の種類 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
説明会、講習会については、仮登録された方に随時ご案内いたします。 

 

援助活動の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用料金 

 利用料金は次のとおりになります。八郎潟町から利用料を助成するため、助成額差し引

き分の料金をサポート会員にお支払いいただきます。また、交通費、食事代等の実費につ

いては会員間で別途精算いただきます。 

 

子ども１人１時間あたりの利用料金 

利用会員の区分 利用料 助成額 
利用会員

支払額 

高校卒業年代以下の子ども一人を養育 ９００円 ４５０円 ４５０円 

高校卒業年代以下の子ども二人を養育 ９００円 ６００円 ３００円 

高校卒業年代以下の子ども三人以上を養育 ９００円 ９００円 0 円 

※補助上限額は、１年度あたり１世帯１５，０００円となります。上限を超えた分は、 

上記利用料を直接サポート会員に支払っていただきます。 

利用会員 

（援助を受けたい方） 

・八郎潟町在住の方 

・生後６か月～小学校６年生 

までのお子さんをお持ちの方 

サポート会員 

（援助を行いたい方） 

・心身ともに健康で社会参加し

てみたいと思っている方 

・子育てに興味のある方 

両方会員 

ファミリー・サポート・センターが実施する

説明会に参加してから会員登録をします。 

ファミリー・サポート・センターが実施する

講習会を修了後、会員登録をします。 

アドバイザー 

利用会員 サポート会員 

①援助申込み 
②援助の依頼 

⑥活動報告 
③３者で事前打合せ 

④援助活動 

⑤報酬の支払い 


